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料

報
告
三

韓
国
独
占
規
制
法
に
お
け
る
課
徴
金
制
度

資

I 

序
論

韓
国
独
占
規
制
法
に
は
、
法
違
反
行
為
に
対
す
る
是
正
・
制
裁
措
置
と

し
て
、
警
告
、
是
正
勧
告
、
是
正
命
令
、
課
徴
金
賦
謀
、
検
察
へ
の
告
発

を
通
じ
た
刑
事
罰
の
賦
課
が
あ
る
。

一
九
八
一
年
以
降
一
九
九
六
年
末
ま
で
の
期
間
中
、
公
正
取
引
委
員
会

の
事
件
類
型
別
、
是
正
措
置
別
是
正
実
績
は
、
〈
表
1
〉
の
と
お
り
で
あ

る
。
〈
表
l
v
に
よ
れ
ば
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
法
違
反
行
為
の
是

正
は
、
警
告
、
是
正
命
令
、
是
正
勧
告
(
一

0
・
八
%
)
、
課
徴
金
、
告

発
の
順
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
課
徴
金
は
、
相
対
的
に
少
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
、
一
九
九
二
年
か
ら
は
、
〈
表
2
〉
に
み
る
と
お
り
、
課

徴
金
の
比
率
は
高
ま
り
、
〈
表
3
〉
に
お
い
て
も
、
毎
年
、
課
徴
金
賦
課

中洪

武復

憲基

訳

山

実
績
件
数
と
賦
課
金
額
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た
が
っ
て
、
独
占
規
制
法
が
一
九
八
O
年
に
制
定
さ
れ
て
以
降
、
施

行
初
期
と
み
る
こ
と
の
で
き
る
一
九
九
O
年
初
期
ま
で
は
、
独
占
規
制
法

違
反
に
対
す
る
抑
止
力
は
、
公
正
取
引
委
員
会
の
警
告
、
是
正
勧
告
、
是

正
命
令
等
を
通
じ
て
維
持
・
確
保
さ
れ
て
お
り
、
課
徴
金
、
損
害
賠
償
、

刑
事
罰
制
度
は
、
極
め
て
制
限
的
に
活
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
制

度
運
用
方
式
は
、
政
府
主
導
の
権
威
主
義
的
経
済
政
策
下
で
は
、
す
こ
ぶ

る
効
率
的
方
式
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
過
去
に
は
、
政
府
の
決
定
ぞ
れ

自
体
に
権
威
と
執
行
力
が
あ
り
、
別
途
の
行
政
的
、
法
的
制
裁
措
置
が
な

く
て
も
、
民
間
企
業
の
従
順
な
対
応
が
確
保
で
き
た
。

し
か
し
、
一
九
九
二
年
金
泳
三
政
権
か
ら
本
格
的
に
展
開
さ
れ
始
め
た

民
間
主
導
の
民
主
的
経
済
政
策
下
で
は
、
民
間
部
門
の
役
割
と
影
響
力
の
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(1981年-1996年)

〈表1>違反・措置類型別 是正実績

措置類型
告発
課徴金 是正 是正 是正

警告 計
違反類型 賦課 命令 要請 勧告

市場支配的事業者濫用行為 14 5 5 25 
ハ

企業結合制限 3 438 442 

経済力集中抑制 4 15 49 8 69 145 

不当共同行為 3 24 65 34 89 235 

事業者団体違反 13 177 61 223 474 

不公正取引行為 39 136 1，065 767 1，786 3， 793 

不当国際契約 80 2，258 2，338 

不公正約款 44 23 181 248 

不公正下請 48 524 66 1，942 2，580 

計 108 176 1，941 23 1，202 6，810 10，084 

〈表2>違反・措置類型別是正実績

年度
81-89 90 91 92 93 94 95 96 言十

類型

告発 17 5 9 8 7 13 33 16 108 
(課徴金) (一) (一) (一) (一) (一) (一) (2) (1) (3) 

是正命令 651 84 173 159 219 207 199 249 1，941 
(課徴金) (1) (一) (1) (9) (24) (68) (49) (21) (173) 

是正要請 6 2 3 4 3 4 23 

是正勧告 553 68 78 39 58 108 119 179 1，202 

警告 3，226 420 610 416 496 452 572 618 6，810 

言十 4，453 578 872 622 783 784 926 1，066 10，084 

北法50(2・133)325
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料資

〈表3>年度別課徴金賦課実績

(百万ウォン)

区分
件数 事業者数 課徴金額

年度

1988 6 2，097 

1991 7 270 

1992 9 15 3，375 

1993 24 64 1. 070 

1994 68 104 2，574 

1995 51 64 4，918 

1996 22 65 16，274 

計 176 325 30，578 

増
大
に
よ
っ
て
、
政
府
の
決
定
に
対
す
る
民
間
の
自
発
的
な
従
順
な
対
応

を
期
待
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
実
際
に
も
、
そ
の

よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
一
九
九
二
年
か

ら
独
占
規
制
法
制
度
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
課
徴
金
制
度
を
積

極
的
に
活
用
し
て
き
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
今
後
に
お
い
て
も
、

法
違
反
行
為
に
対
す
る
制
裁
力
と
し
て
、
課
徴
金
制
度
が
積
極
的
に
活
用

さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

一
方
、
韓
国
独
占
規
制
法
上
の
課
徴
金
は
、
行
政
制
裁
と
し
て
、
公
正

取
引
委
員
会
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、
課
徴
金
賦
課
の
客
観
性
、

公
正
性
、
一
貫
性
を
害
す
る
お
そ
れ
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
公
正
取
引
委

員
会
は
、
施
行
令
九
条
二
項
に
よ
り
、
一
九
九
七
年
四
月
二
九
日
、
「
課

徴
金
算
定
方
法
及
び
賦
課
指
針
」
を
制
定
し
、
一
九
九
八
年
七
月
一
日
に

は
、
「
経
済
力
集
中
抑
制
施
策
違
反
行
為
に
対
す
る
課
徴
金
賦
課
基
準
」

を
制
定
し
施
行
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
韓
国
独
占
規
制
法
上
の
課
徴
金
制
度
及
、
び
そ
の
問
題
点
に

つ
い
て
検
討
し
、
次
い
で
、
右
二
種
類
の
指
針
に
つ
い
て
、
概
括
的
に
紹

介
す
る
こ
と
と
す
る
。

E 

独
占
規
制
法
上
の
課
徴
金
制
度

概
要

一
般
的
意
味
に
お
い
て
、
課
徴
金
と
は
、
行
政
目
的
達
属
の
た
め
に
、

行
政
上
の
義
務
履
行
確
保
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
義
務
違
反
を
し
た
行
為

者
に
対
し
て
、
賦
謀
、
徴
収
す
る
金
銭
的
制
裁
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
独
占
規
制
法
は
、
課
徴
金
の
賦
課
対
象
及
び

算
定
基
準
を
個
別
的
に
規
定
し
て
お
り
(
同
法
第
六
条
、
第
一
七
条
、
第

二
二
条
、
第
二
四
条
の
二
、
第
二
八
条
等
)
、
同
法
施
行
令
に
お
い
て
、

算
定
方
法
、
納
付
命
令
、
徴
収
手
続
、
返
納
申
請
等
に
つ
い
て
規
定
し
て

い
る
。
更
に
、
施
行
令
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

l 

一
九
九
七
年
四

金

北法50(2・134)326

‘ 



東アジア文化と近代法 (9) 

月
二
九
日
、
「
課
徴
金
算
定
方
法
及
び
賦
課
指
針
」
を
用
意
し
、
施
行
し

て
い
る
。

〈表
4
〉
は
、
韓
国
独
占
規
制
法
に
お
け
る
課
徴
金
制
度
を
要
約
し
た

〈表4>韓国の課徴金制度

市場支配的 経済力集中 不当共同 不公正 再販売価格 不当な
国際契約

事業者 抑 制行 為 取引行為 維持行為 締 結. 
根拠条項 第6条 第17条 第22条、 第24条の 第31条の2 第34条の

28条 2 2 

賦課対象 ril用行為」 相互出資 事業者又 法23条l 法29条1項 法32条l
の場合 新規債務保 は体事業の者 項各号の に違反する 項本文に

証禁止 団不 不公正取 再販売価格 違反した
企業結合制 当共同行 引行為を 維持行為 事業者団
限違反 為 した場合 体又は事

業者

課徴金上限 直前3ヶ年 原則 事業者 売上額の 売上額の2 事業者団体
の売上額の 法違反金額 売上額の 2% % 5憧ウォン
3% の10% 5% 売上額が 売上額がな 事業者
売上額がな 役員兼任は 売上額が ないとき いときは5 売上額の
いときは10 5億ウォン ないとき は5億ウ 億ウォン 2% 
億ウォン はllY館、ウ オン 売上額が

オン ないとき
事業者団体 は5億ウ
5憧ウォン オン
構成事業者
売上額の
5% 

裁量権有無 有 有 有 有 有

も
の
で
あ
り
、
根
拠
条
項
、
賦
課
対
象
、
課
徴
金
額
の
上
限
、
課
徴
金
を

賦
課
す
る
か
否
か
、
及
ぴ
課
徴
金
額
算
定
に
お
け
る
公
正
取
引
委
員
会
の

裁
量
の
有
無
等
に
つ
い
て
示
し
て
い
る
。

意
見
陳
述
機
会
の
付
与

公
正
取
引
委
員
会
は
、
課
徴
金
納
付
命
令
を
す
る
前
に
、
当
事
者
又
は

利
害
関
係
人
に
意
見
を
陳
述
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
法
第

五
二
条
第
一
項
)
、
当
事
者
又
は
利
害
関
係
人
は
、
公
正
取
引
委
員
会
の

会
議
に
出
席
し
て
、
そ
の
意
見
を
陳
述
し
、
又
は
必
要
な
資
料
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
(
法
第
五
二
条
第
二
項
)
。

2 

課
徴
金
の
決
定
時
に
お
け
る
参
酌
事
由

独
占
規
制
法
は
、
課
徴
金
を
賦
課
す
る
に
あ
た
り
、
客
観
性
及
ぴ
公
正

性
を
高
め
る
た
め
、
①
違
反
行
為
の
内
容
及
ぴ
程
度
、
②
違
反
行
為
の
期

間
及
び
回
数
、
③
違
反
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
利
益
の
規
模
等
を
参
酌
す

る
こ
と
と
し
た
(
同
法
第
五
五
条
の
三
第
一
項
)
。

3 

課
徴
金
徴
収
通
知
及
び
納
付
期
限

公
正
取
引
委
員
会
は
、
課
徴
金
を
賦
課
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の

違
反
行
為
の
種
別
及
ぴ
当
該
課
徴
金
の
績
を
明
示
し
て
、
こ
れ
を
納
付
す

4 
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料

る
こ
と
を
、
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
施
行
令
第
六
一

条
第
一
項
)
。
通
知
を
受
け
た
者
は
、
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
六
O
日
以

内
に
、
公
正
取
引
委
員
会
が
定
め
る
受
納
機
関
に
、
課
徴
金
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
天
災
地
変
、
そ
の
他
止
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
り
、
そ
の
期
間
内
に
、
課
徴
金
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
そ
の
事
由
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
一
一
一
O
日
以
内
に
、
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
(
施
行
令
第
六
一
条
第
二
項
)
。
課
徴
金
を
納
付
期
限
ま
で

に
完
納
し
な
い
と
き
は
、
納
付
期
限
の
翌
日
か
ら
、
滞
納
し
た
課
徴
金
に

対
し
て
、
年
率
一

O
O
分
の
六
に
相
当
す
る
加
算
金
を
徴
収
す
る
(
施
行

令
第
六
一
条
第
三
項
)
。

資

課
徴
金
納
付
期
限
の
延
長
及
ぴ
分
割
納
付

公
正
取
引
委
員
会
は
、
課
徴
金
の
額
が
大
統
領
令
に
定
め
る
基
準

(
l
)
 

(
売
上
額
に
一

O
O
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
又
は
一

O
億
ウ
ォ
ン
を

い
う
。
)
を
超
過
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
二
疋
の
事
由
(
①
災
害
又
は
盗

難
等
に
よ
り
、
財
産
に
著
し
い
損
失
を
受
け
た
と
き
、
②
事
業
与
件
の
悪

化
に
よ
り
、
事
業
が
重
大
な
危
機
に
あ
る
と
き
、
③
課
徴
金
を
一
時
に
納

付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
資
金
事
情
に
著
し
い
困
難
の
生
ず
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
と
き
、
④
そ
の
他
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
準
ず
る
事
由
が
あ

る
と
き
)
に
よ
り
、
課
徴
金
納
付
義
務
者
が
課
徴
金
の
全
額
を
一
時
に
納

5 

付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
納
付
期
限
を
延
長
し
、

又
は
分
割
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
担
保
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
法
第
五
五
条
の
四

第
一
項
)
。

納
付
期
限
の
延
長
は
、
そ
の
納
付
期
限
の
翌
日
か
ら
一
年
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
ず
(
施
行
令
第
六
二
条
第
二
項
)
、
分
割
納
付
を
さ
せ
る
場
合

に
は
、
各
分
割
さ
れ
た
納
付
期
限
の
間
隔
は
、
六
月
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
ず
、
分
割
回
数
は
、
三
回
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
施
行
令
第
六

二
条
第
三
項
)
。

課
徴
金
納
付
義
務
者
が
、
課
徴
金
納
付
期
限
の
延
長
又
は
分
割
納
付
の

申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
納
付
期
限
の
一

O
目
前
ま
で
に
、

公
正
取
引
委
員
会
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
法
第
五
五
条
の
四

第
二
項
)
。
公
正
取
引
委
員
会
は
、
納
付
期
限
が
延
長
さ
れ
又
は
分
割
納

付
が
許
容
さ
れ
た
納
付
義
務
者
が
、
そ
の
納
付
期
限
内
に
納
付
せ
ず
、
又

は
担
保
の
変
更
、
そ
の
他
担
保
の
保
全
に
必
要
な
公
正
取
引
委
員
会
の
命

令
を
履
行
せ
ず
、
若
し
く
は
強
制
執
行
、
競
売
の
開
始
‘
破
産
宣
告
、
法

人
の
解
散
、
国
税
若
し
く
は
地
方
税
の
滞
納
処
分
を
受
け
た
と
き
等
、
諜

徴
金
の
全
額
又
は
残
余
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
納
付
期
限
の
延
長
又
は
分
割
納
付
の
決
定
を
取
消
し
、
一
時
に
徴
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
〈
同
法
第
五
五
条
の
四
第
三
項
)
。

北法50(2・136)328
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課
徴
金
の
徴
収
及
び
滞
納
処
分

公
正
取
引
委
員
会
は
、
課
徴
金
納
付
義
務
者
が
、
納
付
期
限
内
に
課
徴

金
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
納
付
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
し
た
日
の
前
日

ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
、
加
算
金
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
期
間
を
定
め

て
督
促
を
行
い
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
納
付
し
な
い
と
き
は
、
国

税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
、
こ
れ
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し

た
(
同
法
第
五
五
条
の
五
第
一
項
、
第
二
項
)
。

6 

東アジア文化と近代法 (9) 

異
議
申
立
て
と
不
服
の
訴

公
正
取
引
委
員
会
の
課
徴
金
賦
課
処
分
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、

そ
の
処
分
の
告
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
O
日
以
内
に
、
そ
の
事
由
を
添
え

て
、
公
正
取
引
委
員
会
に
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
法
第

五
三
条
第
一
項
)
。
公
正
取
引
委
員
会
は
、
異
議
の
申
立
て
に
対
し
て
、

三
O
日
以
内
に
裁
決
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
法
第
五
三
条
第
二
項
)
。

ま
た
、
異
議
申
立
て
に
対
す
る
委
員
会
の
裁
決
に
つ
い
て
不
服
の
訴
を
提

起
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
異
議
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
の
告
知
を
受
け

た
日
か
ら
一
一
一
O
日
以
内
に
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
法
第
五
四

条
)
。
異
議
申
立
て
に
対
す
る
不
服
の
訴
は
、
公
正
取
引
委
員
会
の
所
在

地
を
管
糖
す
る
ソ
ウ
ル
高
等
法
院
の
専
属
管
轄
と
す
る
(
法
第
五
五
条
)
。

7 

E 

課
徴
金
制
度
の
特
徴

独
占
規
制
法
上
の
課
徴
金
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
日
本
と
同
様
に

不
当
利
得
還
収
説
、
行
政
制
裁
説
、
不
当
利
得
還
収
及
、
び
行
政
罰
的
性
格

を
す
べ
て
有
す
る
と
す
る
折
衷
説
が
対
立
し
て
い
る
が
、
九
六
年
一
一
一
月

に
改
正
さ
れ
た
独
占
規
制
法
に
お
い
て
は
、
課
徴
金
賦
課
及
び
徴
収
に
関

す
る
別
途
の
章
を
新
設
し
、
同
法
第
五
五
条
の
三
に
、
課
徴
金
賦
課
に
お

け
る
参
酌
事
回
を
列
挙
し
、
更
に
、
個
別
的
な
課
徴
金
賦
課
対
象
に
関
す

る
規
程
に
お
い
て
、
課
徴
金
を
賦
課
す
る
か
否
か
、
及
び
金
額
算
定
に
お

け
る
公
正
取
引
委
員
会
の
裁
量
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
独
占

規
制
法
上
の
課
徴
金
は
、
伺
法
の
実
効
性
確
保
の
た
め
の
制
度
と
し
て
、

行
政
制
裁
の
性
格
を
有
す
る
行
政
上
の
措
置
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
課
徴
金
を
行
政
制
裁
と
み
る
場
合
、
独
占
規
制
法
第
六
六
条
等

の
刑
罰
と
関
連
し
て
、
二
重
処
罰
禁
止
原
則
に
違
反
す
る
こ
と
が
な
い
か

と
い
う
疑
問
が
生
じ
得
る
。
独
占
規
制
法
上
の
課
徴
金
は
、
違
反
行
為
者

に
対
し
て
、
経
済
的
負
担
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
行
政
制
裁
と

し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
す
る
と
し
て
も
、
行
政
刑
罰
と
は
、
性
格

が
全
く
異
な
る
納
付
下
命
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
独
占
規

制
法
第
六
六
条
以
下
の
刑
罰
が
課
さ
れ
る
場
合
に
も
、
二
重
処
罰
禁
止
原

則
に
違
反
す
る
こ
と
が
な
い
と
み
る
の
が
、
多
数
の
見
解
で
あ
る
。

~~法50(2 ・ 137)329

. 



料

課
徴
金
制
度
の
問
題
点

W 

資

日
本
に
お
い
て
は
、
課
徴
金
賦
課
対
象
を
不
当
な
共
同
行
為
(
カ
ル
テ

ル
)
に
限
定
し
て
お
り
、
法
違
反
行
為
が
発
生
し
た
な
ら
ば
、
必
ず
課
徴

金
の
納
付
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
課
徴
金
を
画
一
的
基
準
に
よ
り
算

定
し
、
公
正
取
引
委
員
会
の
裁
量
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。

し
か
し
、
韓
国
独
占
規
制
法
に
お
い
て
は
、
右
に
み
た
と
お
り
、
課
徴

金
賦
課
対
象
行
為
が
カ
ル
テ
ル
に
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
法
違
反
行
為
に

対
し
て
課
徴
金
を
賦
課
す
る
か
否
か
や
、
具
体
的
算
定
額
は
、
公
正
取
引

委
員
会
の
判
断
に
一
任
さ
れ
て
い
る
(
行
政
制
裁
説
)
。
し
た
が
っ
て
、

公
正
取
引
委
員
会
は
、
個
別
事
件
に
対
す
る
課
徴
金
算
定
時
、
法
違
反
者

が
得
た
不
当
利
得
を
個
別
的
に
算
定
す
る
必
要
が
な
く
、
法
違
反
期
間
に

発
生
し
た
売
上
額
に
、
二
疋
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
上
限
と
し
、
個
別

事
件
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
委
員
会
の
裁
量
に
よ
り
賦
課
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
韓
国
独
占
規
制
法
上
の
課
徴
金
制
度
の
運
用
は
、
公
正

取
引
委
員
会
に
多
く
の
裁
量
が
付
与
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、
個
別
的
事
情

を
考
慮
し
て
、
制
度
の
弾
力
的
運
用
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
長
所
が
あ
り
、

法
違
反
聞
に
、
不
公
平
性
が
生
じ
、
予
測
可
能
性
及
び
法
的
安
定
性
を
害

す
る
よ
う
に
な
る
短
所
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
日
本
で
は
逆
に
、
韓
国
の

長
所
が
短
所
と
な
り
、
短
所
が
長
所
と
な
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
改
善
す
る
た
め
に
、
特
に
、
次
の
二
点
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

判
断
基
準
の
具
体
化

独
占
規
制
法
違
反
行
為
に
対
し
て
、
是
正
命
令
、
課
徴
金
、
告
発
の
う

ち
、
い
か
な
る
制
裁
措
置
を
取
る
か
や
、
課
徴
金
を
賦
課
す
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
、
明
確
な
基
準
の
設
定
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
法
違

反
行
為
の
内
容
を
類
型
化
し
て
、
違
反
の
程
度
に
よ
る
課
徴
金
判
定
基
準

を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

l 

算
定
基
準
の
差
等
化
(
非
画
一
化
)

現
行
法
上
、
課
徴
金
算
定
基
準
は
、
業
種
別
、
企
業
別
の
特
性
を
考
慮

せ
ず
、
画
一
的
に
規
定
し
て
お
り
、
課
徴
金
算
定
額
を
単
純
に
一
定
金
額

の
範
囲
内
に
定
め
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
量
が
濫
用
さ
れ
る
素
地
が
大

き
く
、
そ
の
適
正
さ
を
め
ぐ
っ
て
、
非
難
の
余
地
が
多
い
。
課
徴
金
の
法

的
性
格
が
金
銭
的
制
裁
を
通
じ
た
独
占
規
制
法
上
の
実
効
性
確
保
に
あ
る

と
し
て
も
、
法
違
反
行
為
に
よ
る
経
済
的
、
社
会
的
弊
窓
口
を
比
較
衡
量
す

る
な
ら
ば
、
業
種
別
に
差
等
を
設
け
る
こ
と
が
衡
平
に
適
う
の
で
あ
る
。

同
じ
く
、
企
業
規
模
別
に
み
て
も
、
独
寡
占
及
、
ぴ
経
済
力
集
中
の
弊
害

が
少
な
く
な
い
も
の
が
・
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
大
企
業
と
中
小

2 
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企
業
に
対
す
る
課
徴
金
算
定
基
準
に
差
等
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。

東アジア文化と近代法 (9) 

注
(
1
)
こ
こ
に
い
う
売
上
額
は
、
施
行
令
第
九
条
第
一
項
に
定
め
ら
れ

て
い
る
。
施
行
令
第
九
条
第
一
項
「
法
第
六
条
(
課
徴
金
)
本
丈
、

法
第
二
二
条
(
課
徴
金
)
本
文
、
法
第
二
四
条
の
二
(
課
徴
金
)

本
文
、
法
第
二
人
条
(
課
徴
金
)
第
二
項
本
文
、
法
第
三
一
条
の

二
(
課
徴
金
)
本
文
及
び
法
第
三
四
条
の
二
(
課
徴
金
)
本
文
に

お
い
て
「
大
統
領
令
に
定
め
る
売
上
額
」
と
は
、
当
該
事
業
者
の

直
前
の
三
事
業
年
度
に
お
け
る
平
均
売
上
額
(
以
下
「
課
徴
金
賦

課
基
準
売
上
額
」
と
い
う
。
)
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
年

度
の
初
日
に
お
い
て
、
事
業
を
開
始
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
と

き
は
、
そ
の
事
業
を
開
始
し
た
後
直
前
の
事
業
年
度
末
日
ま
で
の

売
上
額
を
年
平
均
売
上
額
に
換
算
し
た
額
と
し
、
ま
た
、
当
該
事

業
年
度
に
事
業
を
開
始
し
た
と
き
は
、
事
業
を
開
始
し
た
日
か
ら

違
反
行
為
日
ま
で
の
売
上
額
を
年
間
売
上
額
に
換
算
し
た
額
と
す

る。」

V 

課
徴
金
制
度
に
関
す
る
公
正
取
引
委
員
会
の
準

則
制
定
(
資
料
)

課
徴
金
算
定
基
準
及
び
賦
課
指
針

制
定
一
九
九
七
年
四
月
二
九
日

目
的

本
指
針
は
、
独
占
規
制
及
び
公
正
取
引
に
関
す
る
法
律
(
以
下
「
法
律
」

と
い
う
。
)
第
六
条
(
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
行
為
に
対
す
る
課
徴
金
)
、

第
二
二
条
(
不
当
な
共
同
行
為
に
対
す
る
課
徴
金
)
、
第
二
四
条
の
二

(
不
公
正
取
引
行
為
に
対
す
る
課
徴
金
)
、
第
二
八
条
(
事
業
者
団
体
禁

止
行
為
に
対
す
る
課
徴
金
)
、
第
一
一
一
一
条
の
二
(
再
販
売
価
格
維
持
行
為

に
対
す
る
課
徴
金
)
、
第
三
四
条
の
二
(
不
当
な
国
際
契
約
締
結
行
為
に

対
す
る
課
徴
金
)
及
び
同
法
施
行
令
(
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
)
第

九
条
(
課
徴
金
の
算
定
方
法
)
、
第
一

O
条
(
売
上
額
が
な
い
場
合
等
)

に
規
定
す
る
課
徴
金
賦
課
基
準
売
上
額
の
適
用
基
準
時
点
及
び
決
定
順
序

並
び
に
「
売
上
額
が
な
い
場
合
に
お
け
る
課
徴
金
」
(
以
下
「
定
額
課
徴

金
」
と
い
う
。
)
の
課
徴
金
賦
課
基
準
、
違
反
行
為
類
型
別
、
具
体
的
課

• 
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料

徴
金
額
算
出
方
法
及
、
ぴ
義
務
的
参
酌
事
由
の
種
類
及
び
反
映
方
法
に
つ
い

て
明
確
に
す
る
こ
と
を
、
そ
の
目
的
と
す
る
。

資

2 

課
徴
金
賦
課
基
準
売
上
額
の
適
用
基
準
時
点

川
施
行
令
第
九
条
第
)
項
に
お
い
て
「
直
前
の
三
事
業
年
度
」
及
び

「
当
該
事
業
年
度
」
と
は
、
「
違
反
行
為
終
了
の
日
」
を
基
準
と
し

て
、
「
直
前
」
又
は
「
当
該
」
に
当
た
る
か
否
か
を
判
定
す
る
。

間
違
反
行
為
終
了
の
日
が
明
瞭
で
な
い
と
き
は
、
下
記
「
3
削

反
行
為
臼
の
概
念
」
に
お
け
る
と
同
様
の
方
法
に
よ
り
、
推
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

3 

課
徴
金
賦
課
基
準
売
上
額
の
決
定
順
序

川
法
律
及
び
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
順
序
に
よ
り
、
課
徴

金
賦
課
基
準
売
上
額
を
定
め
る
。

ア
事
業
者
の
直
前
の
三
事
業
年
度
に
お
け
る
平
均
売
上
額
(
施
行

令
第
九
条
第
一
項
本
文
)

事
業
者
が
、
当
該
事
業
年
度
の
初
日
現
在
に
お
い
て
、
事
業
を

イ

違

開
始
し
て
か
ら
三
年
が
経
過
し
て
い
な
い
と
き
(
例
一
一
一
年
、

年
七
ヶ
月
)
は
、
そ
の
事
業
を
開
始
し
た
後
直
前
の
事
業
年
度
末

日
ま
で
の
売
上
額
を
、
年
平
均
売
上
額
に
換
算
し
た
額
(
施
行
令

第
九
条
第
一
項
但
書
前
段
)

ウ
事
業
者
が
、
当
該
事
業
年
度
に
事
業
を
開
始
し
た
と
き
は
、
事

業
を
開
始
し
た
白
か
ら
違
反
行
為
日
ま
で
の
売
上
額
を
、
年
間
売

上
額
に
換
算
し
た
額
(
施
行
令
第
九
条
第
一
項
但
書
後
段
)

エ
定
額
課
徴
金
(
施
行
令
第
一

O
条
)

(
ア
)
営
業
を
開
始
し
て
い
な
い
か
、
又
は
営
業
を
中
断
す
る
等

に
よ
り
、
営
業
実
績
が
な
い
と
き
(
第
一
号
)
。

(
イ
〉
売
上
額
算
定
資
料
の
提
出
を
拒
否
す
る
か
、
又
は
虚
偽
の

資
料
を
提
出
し
た
と
き
(
第
二
号
)

(
ウ
)
そ
の
他
客
観
的
な
売
上
額
の
算
定
が
困
難
な
と
き
(
第
一
一
一
号
)

例
①
直
前
の
事
業
年
度
又
は
当
該
事
業
年
度
中
に
、
売
上
額
が

発
生
し
た
か
、
又
は
営
業
の
初
期
に
発
生
し
た
額
が
極
め
て

微
少
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
礎
に
年
平
均
売
上
額
又
は
年
間
売

上
額
に
換
算
す
る
に
は
、
そ
の
代
表
性
が
薄
弱
で
あ
り
、
売

上
額
換
算
の
客
観
性
が
担
保
さ
れ
な
い
と
き

②
事
業
年
度
中
の
売
上
額
関
連
資
料
が
、
火
災
、
盗
難
等
に

よ
り
滅
失
す
る
か
、
又
は
捜
査
機
関
に
よ
り
押
収
さ
れ
、
若
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東アジア文化と近代法 (9) 

し
く
は
税
務
調
査
を
受
け
る
等
に
よ
り
、
課
徴
金
算
定
資
料

と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
等

(2) 

違
反
行
為
日
の
概
念

施
行
令
第
九
条
第
一
項
但
書
後
段
に
お
い
て
「
違
反
行
為
日
」

と
は
、
違
反
行
為
の
「
終
了
の
日
」
を
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
課
徴
金
額
を
算
定
す
る
に
あ
た
り
、
事
業
を
開

始
し
た
日
か
ら
違
反
行
為
一
終
了
の
日
ま
で
の
売
上
額
を
基
礎
と
す
る
。

た
だ
し
、
違
反
事
業
者
の
会
計
実
務
慣
行
上
、
違
反
行
為
終
了

の
日
ま
で
の
売
上
額
算
定
資
料
を
保
有
し
て
い
な
い
と
き
は
、
該

当
事
業
者
が
保
有
し
て
い
る
直
近
の
日
ま
で
の
売
上
額
算
定
資
料

を
基
礎
と
し
て
、
課
徴
金
額
を
算
定
す
る
。

違
反
行
為
が
課
徴
金
賦
課
処
分
時
ま
で
に
終
了
し
て
い
な
い
と

き
は
、
違
反
行
為
終
了
の
日
は
、
課
徴
金
賦
課
処
分
時
と
み
な
す
。

謀
徴
金
賦
課
処
分
時
ま
で
も
違
反
行
為
を
継
続
し
て
い
た
と
い

う
事
実
は
、
実
際
に
課
徴
金
額
を
算
定
す
る
と
き
に
、
こ
れ
を
勘

案
し
て
賦
課
す
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
課
徴
金
賦
課
処
分
時
と
は
、
「
委
員
会
の
議

決
日
」
を
い
う
。

違
反
行
為
が
二
日
以
上
行
わ
れ
て
い
る
が
、
連
続
し
て
行
わ
れ

アイウコ二オカキ

ク

て
い
な
い
と
き
は
、
行
為
の
類
型
、
性
格
、
日
時
、
動
機
等
諸
般

の
事
情
を
考
慮
し
て
、
経
済
的
、
社
会
的
事
実
関
係
が
同
-
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
一
の
違
反
行
為
と
み
な
し
、

そ
の
終
了
の
日
を
当
該
違
反
行
為
の
終
了
の
日
と
み
な
す
。

違
反
行
為
終
了
の
日
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
事
業
者
の
営

業
、
財
務
関
係
資
料
、
役
職
員
、
取
引
関
係
人
等
の
陳
述
、
同
種

又
は
類
似
の
業
種
を
営
む
他
の
事
業
者
の
営
業
及
び
取
引
実
態
、

慣
行
等
を
岩
議
し
て
、
そ
の
日
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(3) 

課
徴
金
賦
課
基
準
売
上
額
の
計
算
方
法

ア
施
行
令
第
九
条
第
一
項
本
文
部
分
一
直
前
の
一
-
一
事
業
年
度
に
お

け
る
売
上
額
を
合
算
し
、
次
い
で
、
こ
れ
を
三
(
ケ
年
)
で
除
し

て
算
出
し
た
数
値
が
、
事
業
者
の
直
前
三
事
業
年
度
に
お
け
る
平

均
売
上
額
と
な
る
。

イ
施
行
令
第
九
条
第
一
項
但
書
前
段
部
分
一
事
業
を
開
始
し
た
日

か
ら
直
前
の
事
業
年
度
末
日
ま
で
の
売
上
額
を
合
算
し
、
次
い
で
、

そ
の
合
計
額
を
期
間
の
日
数
で
除
し
て
算
出
し
た
数
値
に
三
六
五

(
日
)
を
乗
じ
て
得
た
数
値
が
、
事
業
日
の
年
平
均
売
上
額
と
な
る
。

ウ
施
行
令
第
九
条
第
一
項
但
書
後
段
部
分
一
事
業
を
開
始
し
た
日

か
ら
違
反
行
為
臼
ま
で
の
売
上
額
を
合
算
し
、
次
い
で
、
そ
の
合
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計
額
を
期
間
の
日
数
で
除
し
て
算
出
し
た
数
値
に
三
六
五
(
日
)

を
乗
じ
て
得
た
数
値
が
、
事
業
者
の
年
間
売
上
額
と
な
る
。

4 

課
徴
金
賦
課
基
準

(1) 

大
原
則
法
律
及
び
施
行
令
に
規
定
す
る
課
徴
金
賦
課
基
準
売
上
額
に
違

反
行
為
類
型
別
所
定
の
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
定
額
課
徴
金

額
は
、
委
員
会
が
賦
課
す
る
こ
と
の
で
き
る
課
徴
金
の
額
の
法
定

上
限
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
そ
の
意
味
が
あ
る
。

下
記
基
準
は
、
一
応
の
基
準
に
過
ぎ
ず
、
委
員
会
は
、
事
案
に

よ
り
、
義
務
的
参
酌
事
・
由
等
を
考
慮
し
、
競
争
制
限
性
が
大
き
い

と
認
め
る
と
き
は
、
法
律
及
、
び
施
行
令
上
の
最
高
上
限
範
囲
で
あ

る
、
こ
の
基
準
に
厳
格
に
は
梶
束
き
れ
ず
に
、
課
徴
金
を
賦
課
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

アイ
(2) 

不 Z
当な
な共
共同
同行
行為

空ち
愛妻
び者
事国
業体
者禁
固止
体行
禁為
止参
行加
為構

君事
構業
成者

ア
事
業
者

(
ア
)

「
関
連
商
品
又
は
役
務
」
の
範
囲
を
特
定
す
る
こ
と
が
で

a 
き
、
そ
の
範
囲
に
属
す
る
商
品
又
は
役
務
の
売
上
額
又
は
貫
入

額
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

「
違
反
行
為
の
期
間
」
に
お
け
る
「
違
反
行
為
と
関
連
す
る

商
品
又
は
役
務
の
売
上
額
又
は
買
入
額
(
以
下
「
売
上
額
等
」

と
い
う
。
)
」
に
法
定
賦
課
率
で
あ
る
一
。
。
分
の
五
を
乗
じ
て

得
た
額
が
、
具
体
的
課
徴
金
賦
課
の
上
限
と
し
て
機
能
す
る
。

「
関
連
商
品
又
は
役
務
」
の
範
囲
は
、
社
会
的
、
経
済
的
通

念
を
基
礎
と
し
て
決
定
す
る
が
、
明
ら
か
と
な
ら
な
い
と
き

は
、
下
記
事
項
を
参
考
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
統
計
庁
長
が
告
示
す
る
「
韓
国
標
準
産
業
分
類
」
上
の
五

単
位
分
類
又
は
「
鉱
工
業
調
査
統
計
報
告
書
」
上
の
八
単
位

分
類

制
当
該
事
業
者
の
品
目
別
又
は
業
種
別
売
上
額
等
の
最
小
会

計
単
位

違
反
行
為
の
期
間
は
、
そ
の
始
期
及
び
終
期
が
明
ら
か
な
と

き
は
、
そ
れ
に
よ
り
、
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
事
業
者
の
営

業
、
財
務
関
連
資
料
、
役
職
員
又
は
取
引
関
係
人
等
の
陳
述
、

同
種
又
は
類
似
の
業
種
を
営
む
他
の
事
業
者
の
営
業
及
び
取
引

実
態
、
慣
行
等
を
老
撞
し
て
、
そ
の
期
聞
を
推
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

b c 
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関
連
商
品
又
は
役
務
の
範
囲
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
な

と
き
、
又
は
特
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
特
定
さ

れ
た
範
囲
に
属
す
る
商
品
又
は
役
務
の
売
上
額
又
は
買
入
額
を

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
特
定
す
る
実
益
が
な
い
と
き
。

a

「
違
反
行
為
の
期
間
」
に
お
け
る
事
業
者
の
「
総
売
上
額
又

総
買
入
額
」
に
法
定
賦
課
率
で
あ
る
一

O
O
分
の
五
を
乗
じ
て

得
た
額
が
、
具
体
的
課
徴
金
賦
課
の
上
限
と
し
て
機
能
す
る
。

b

「
違
反
行
為
の
期
間
」
の
算
定
は
、
上
記
(
ア
)
の
方
法
と

同
一
と
す
る
。

(
ウ
)
「
違
反
行
為
」
と
「
関
連
商
品
又
は
役
務
」
と
の
関
連
性

が
な
い
と
き
。

a

具
体
的
課
徴
金
賦
課
の
上
限
は
、
上
記
(
イ
)
と
同
様
の
方

法
に
よ
り
算
出
す
る
。

イ
入
札
談
合

(
ア
)
課
徴
金
賦
課
限
度

a
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
き
一
契
約
額
の
一

O
O
分
の
五
以
内

b

契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
い
と
き
い
一

O
億
ウ
ォ
ン
以
内

(
イ
)
課
徴
金
賦
課
に
お
い
て
、
主
導
者
と
参
加
者
と
は
、
差
別

し
な
い
。

(
イ
)

同
事
業
者
団
体
禁
止
行
為

ア
事
業
者
団
体

(
ア
)
法
定
上
限
額
で
あ
る
五
億
ウ
ォ
ン
(
法
第
二
八
条
第
一
項
)

の
範
囲
に
お
い
て
、
組
合
、
協
会
等
団
体
の
年
間
所
要
予
算
額

に
、
一

O
O
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
具
体
的
課
徴
金
額

と
す
る
。年
間
所
要
予
算
額
と
は
、
違
反
行
為
終
了
の
日
が
属
す
る

年
度
の
予
算
額
を
い
う
。

(
イ
)

凶
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
行
為
、
不
公
正
取
引
行
為
、
再
販
売
価

格
維
持
行
為
及
び
不
当
な
国
際
契
約
締
結
行
為

ア
逆
進
逓
減
比
率
制

(
ア
)
課
徴
金
賦
課
基
準
売
上
額
(
以
下
「
売
上
額
」
と
い
う
。
)

を
、
一

O
億
ウ
ォ
ン
、
一

O
O
億
ウ
ォ
ン
、
一
、

0
0
0
億
ウ
ォ

ン
及
び
一
兆
ウ
ォ
ン
単
位
に
区
分
し
た
後
、
一

O
億
ウ
ォ
ン
を

基
本
単
位
売
上
額
と
し
、
こ
れ
以
下
の
売
上
額
に
つ
い
て
は
、

各
行
為
類
型
別
法
定
比
率
(
例
一
不
公
正
取
引
行
為
一

O
O
分

の
こ
)
を
乗
じ
て
得
た
額
(
基
本
単
位
額
)
の
範
囲
に
お
い
て
、

課
徴
金
を
賦
課
す
る
が
、
こ
れ
以
上
の
売
上
額
に
つ
い
て
は
、

各
単
位
を
超
え
る
ご
と
に
、
法
定
比
率
に
継
続
し
て
逆
進
逓
減
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a 
比
率
(
一

O
分
の
一
、
一

O
分
の
一
、
五
分
の
一
、
二
分
の
ニ

を
順
次
乗
じ
た
比
率
(
千
分
の
二
、
一
一
万
分
の
二
、
五
万
分
の

二
、
一

O
万
分
の
一
乙
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
基
本
単
位
額
に

合
算
し
た
額
の
範
囲
に
お
い
て
、
課
徴
金
を
賦
課
す
る
(
下
記

表
参
照
)
。
す
な
わ
ち
、

売
上
額
が
一

O
億
ウ
ォ
ン
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
売
上

額
に
各
行
為
類
型
別
法
定
比
率
(
例
・
・
不
公
正
取
引
行
為
一

O

O
分
の
二
)
を
乗
じ
て
得
た
額
(
基
本
金
額
)
の
範
囲
に
お
い

て
、
課
徴
金
を
賦
課
す
る
。

売
上
額
が
一

O
億
ウ
ォ
ン
を
超
え
一

O
O
億
ウ
ォ
ン
以
下
で

あ
る
と
き
。

b c 
何

一

O
億
ウ
ォ
ン
ま
で
は
、
法
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額

(A)
と
し
、

同

一

O
億
ウ
ォ
ン
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
法
定
比
率

に一

O
分
の
一
を
乗
じ
た
比
率
(
不
公
正
取
引
行
為
千
分
の

一
一
)
を
乗
じ
て
得
た
額

(B)
と
し
た
後
、

川

w

A
及
び
B
を
合
わ
せ
た
額
が
具
体
的
課
徴
金
上
限
額
と
な
る
。

売
上
額
が
一

O
O
億
ウ
ォ
ン
を
超
え
て

0
0
0
億
ウ
ォ
ン

以
下
で
あ
る
と
き
。

a
 

一
O
億
ウ
ォ
ン
ま
で
は
、
法
定
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額

(A)
と
し
、

川

一

O
億
ウ
ォ
ン
を
超
え
一

O
O
億
ウ
ォ
ン
ま
で
の
部
分
に

つ
い
て
は
、
法
定
比
率
に
一

O
分
の
一
を
乗
じ
た
比
率
〈
不

公
正
取
引
行
為
千
分
の
一
一
)
を
乗
じ
て
得
た
額
〈

B
)
と
し
、

例

一

O
O
億
ウ
ォ
ン
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
法
定
比

率
に
一

O
O
分
の
一
(
一

O
分
の
一
×
一

O
分

の

ニ

を

乗

じ
た
比
率
(
不
公
正
取
引
行
為
一
万
分
の
二
)
を
乗
じ
て
得

た
額

(C)
と
し
た
後
、

ω
A、
B
及
び
C
を
合
わ
せ
た
額
が
具
体
的
課
徴
金
上
限
額

と
な
る
。

d 

売
上
額
が
一
、

0
0
0
億
ウ
ォ
ン
を
超
え
一
兆
ウ
ォ
ン
以
下

で
あ
る
と
き
。

例
右
と
同
様
の
方
式
に
よ
り
、
一
、

0
0
0
億
ウ
ォ
ン
ま
で

金
額
を
算
出
し
、
一
、

0
0
0
億
ウ
ォ
ン
を
超
え
る
部
分
に

つ
い
て
は
、
法
定
比
率
に
五
O
O
分
の
一
(
一

O
分
の
一
×

一
O
分
の
一
×
五
分
の
こ
を
乗
じ
た
比
率
(
不
公
正
取
引

行
為
五
万
分
の
二
)
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
た
範
囲
に

お
い
て
、
課
徴
金
を
賦
課
す
る
。

売
上
額
が
一
兆
ウ
ォ
ン
を
超
え
る
と
き
。

制
上
記
と
悶
様
の
方
式
に
よ
り
、

E 

一
兆
ウ
ォ
ン
ま
で
金
額
を
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算
出
し
、
一
兆
ウ
ォ
ン
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
法
定

比
率
に
一
、

0
0
0
分
の
一
(
一

O
分
の
一
×
一

O
分
の
一

×
五
分
の
一
×
二
分
の
一
)
を
乗
じ
た
比
率
(
不
公
正
取
引

売上額対比適用比率表

〈不公正取引行為基準〉

売上額区分 適用比率 課徴金額

10億ウォンまで 2/100 (2 %) 2.∞o万ウォン以下

10億ウォンを超え 10億まで2.000万ウォン+ 3.800万ウォン以下

100億ウォンまで 10億超過分の2/1.000(0.2%)

100億ウォンを超え 1∞億まで3.800万ウォン+ 5.600万ウォン以下

1.∞0億ウォンまで 100億超過分の

2/10.000 (0.02%) 

1.000億ウォンを超 1.000億まで5.600万ウォン+ 9.200万ウォン以下

えl兆ウォンまで 1. 000億超過分の

2/5.000 (0.004%) 

l兆ウォン超 1兆まで9.200万ウォン 9.200万ウォン以上

l兆超過分2/10.∞o

2兆ウォン l億1.200万ウォン

H5.ウォン 1億3.200万ウォン

10~~ウォン l億7.200万ウォン

行
為
一

O
万
分
の
一
己
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
た
範
囲

に
お
い
て
、
課
徴
金
を
賦
課
す
る
。

〔課徴金算定例〕

売上額50億ウォンであるとき:2.800万ウォン

[10億ウォンまでxO.02(2%)] + [10億ウォン超過 (40億) xO.002 
(0.2%)] =2.800万ウォン

売上額500億ウォンであるとき:4，600万ウォン
[10億まで XO.02(2 %)] + [10億超過100億まで (90億) XO.002 
(0.2%)] + [100億超過5ω億ウォンまで (400億) xO.0002 (0.02%)] 
"'4.6∞万ウォン

売上額5，000億ウォンであるとき:7，2∞万ウォン

[10億までxO.02(2 %)] + [10億超過100億まで (90億) XO.002 
(0.2%)] + [100億超過1.∞0億ウォンまで (900億) XO.0002 (0.02%)] 
+ [1，000億超過5.000億まで (4.000億) XO.00004 (0.004%)] =7，200 
万ウォン

売上額5兆ウォンであるとき億7，200万ウォン
[10億までxO.02(2 %)] + [10億超過100億まで (90億) XO.002 
(0.2%)] + [100億超過1.000億ウォンまで (900億) XO.0002 (0，02%)] 
+ [1. 000億超過 l兆まで (9.000億) XO.00004 (0.004%)] + [1兆超
過5兆まで (4条)xO.00002 (0.002%)] = 1億7，200万ウォン

北法50(2・145)337
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料資

例
外

1

1
不
当
支
援
行
為

(
ア
)
当
該
不
当
支
援
行
為
と
関
連
し
た
資
金
、
資
産
、
人
力
等

の
提
供
又
は
取
引
価
額
と
正
常
価
額
と
の
差
異
(
以
下
「
支
援

金
額
」
と
い
う
。
)
を
合
理
的
に
算
出
(
推
定
的
算
出
を
含
む
。
)

す
る
こ
と
が
可
能
な
と
き
一
当
該
支
援
金
額
以
内

(
イ
)
支
援
金
額
の
合
理
的
算
出
が
困
難
な
と
き
い
当
該
支
援
行

為
と
関
連
し
た
資
金
、
資
産
、
人
力
等
の
規
模
の
帳
簿
価
額
の

一
O
O
分
の
一

O
以
内

イ

5 

義
務
的
参
酌
事
由

(1) 

義
務
的
参
酌
事
由
の
反
映

具
体
的
事
案
に
つ
い
て
、
課
徴
金
を
賦
課
す
る
た
め
に
は
、
課

徴
金
賦
課
基
準
に
よ
り
、
客
観
的
に
算
出
し
た
課
徴
金
額
に
加
え

て
、
義
務
的
に
、
違
反
行
為
の
内
容
、
程
度
、
期
間
、
回
数
及
ぴ

違
反
行
為
に
よ
り
取
得
し
た
利
益
の
規
模
等
を
考
慮
し
て
、
法
定

の
上
限
ま
で
の
範
囲
に
お
い
て
、
増
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
法

第
五
五
条
の
三
第
一
項
)
。

右
は
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
、
競
争
制
限
性
、
消
費
者
誤
認

性
(
以
下
「
競
争
制
限
性
等
」
と
い
う
。
)
の
程
度
を
把
握
し
、

アイ

課
徴
金
を
賦
課
す
る
に
お
い
て
、
こ
れ
を
反
映
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

ω
義
務
的
参
酌
事
由
の
種
類

ア
個
別
事
案
に
お
い
て
、
競
争
制
限
性
等
を
判
断
す
る
た
め
の
要

素
と
し
て
は
、
違
反
事
業
者
の
業
界
に
お
け
る
順
位
、
違
反
商
品

又
は
役
務
の
市
場
占
拠
率
、
違
反
取
引
価
額
、
違
反
し
た
取
引
の

相
手
方
の
数
、
違
反
地
域
、
違
反
期
間
、
違
反
回
数
、
各
種
経
済

政
策
、
規
制
法
令
の
存
否
及
び
執
行
の
強
度
、
輸
出
入
の
自
由
化

の
程
度
及
ぴ
同
種
外
国
商
品
が
存
在
す
る
か
否
か
、
現
在
の
市
場

に
お
け
る
競
争
の
程
度
、
将
来
に
お
け
る
市
場
の
変
化
の
推
移
等

が
あ
る
。

(3) 

義
務
的
参
酌
事
由
の
反
映
方
法

原
則
義
務
的
参
酌
事
由
は
、
全
般
的
に
、
計
量
化
が
困
難
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
各
事
由
の
存
否
、
程
度
、
事
由
聞
の
相
関
関
係
、
実

際
に
市
場
に
及
ぼ
す
影
響
等
が
、
事
案
ご
と
に
千
差
万
別
で
あ
る

の
で
、
画
一
的
に
あ
る
基
準
を
設
定
し
、
運
用
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
委
員
会
に
お
い
て
、
課
徴
金

額
の
増
減
の
程
度
を
定
め
る
。

ア
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任
意
的
減
軽

被
審
人
が
下
記
事
由
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
課
徴
金

額
一
の
一
部
を
滅
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
ア
)
企
業
の
規
模
、
資
金
事
情
等
現
実
的
課
徴
金
負
担
能
力

(
イ
)
最
近
三
ヶ
年
以
内
に
法
に
違
反
し
た
事
実
が
な
く
、
又

は
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
褒
章
等
を
受
け
た
実
績
が
あ
る

ト
玄
さ
。

イ

6 

改
正
法
律
(
一
九
九
六
年
二
一
月
一
二
O
目
、
第
五
二
三
五
号
、

発
効
日
九
七
年
四
月
一
日
)
の
適
用
対
象

東アジア文化と近代法 (9) 

(1) 

ぎで
は改
賦、正
課改前
す正の
る前法
。の律
法の
律施
上行
の当
課時
徴に
金発
賦生
課し
基た
準違
に反
よ行
り為

課対
徴し

(2) 

違
反
行
為
が
改
正
の
前
後
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
と
き
は
、

改
正
前
の
行
為
に
対
し
て
は
、
旧
法
上
の
基
準
に
よ
り
、

改
正
後
の
行
為
に
対
し
て
は
、
新
法
上
の
基
準
に
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
課
徴
金
額
を
算
出
し
、
こ
れ
ら
の
額
を
合
算
し
た
後
、

こ
れ
を
法
定
上
限
額
と
し
て
、

ア

イ

実
際
の
課
徴
金
額
は
、
こ
の
指
針
の
内
容
に
よ
り
算
定
す
る
。

違反行為類型別売上額に伴う適用比率及び課徴金額

不公正取引行為、 市場支配的地位

再販売価格維持行為 法用行為
区分 不当な国際契約締結行為 ( 3/100) 
(基準売上額) (2/100) 

適用比率 課徴金額 適用比率 課徴金額

10億ウォンまで 2/100 2.000万ウォン 3/100 3.000万ウォン
以下 以下

10億ウォンを超え 2.000万ウォン+3.800万ウォン 3.000万ウォン+5.700万ウォン
100億ウォンまで 10億超過分の 以下 10億超過分の 以下

2/1. 000 3/1. 000 

100億ウォンを超え 3.800万ウォン+5.600万ウォン 5.700万ウォン+8.400万ウォン
1.000億ウォンまで 100億超過分の 以下 100億超過分の 以下

2/10.000 3/10.000 

1.000億ウォンを超 5.600万ウォン+9.200万ウォン 8.400万ウォン+l億3.800万
え1兆ウォンまで 1.000億超過分の 以下 1. 000億超過分の ウォン以下

2/50.000 3/50.000 

l兆ウォン超過 9.200万ウォン+9.200万ウォン l億3.800万ウォ l億3.800万
I兆超過分の 以上 ン+1兆超過分 ウォン以上
2/100.000 の3/100.000

-10兆ウォン 2億7.000万 4億800万
ウォン ウォン

〈添付〉

& 
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料

経
済
力
集
中
抑
制
施
策
違
反
行
為
に
対
す
る
課
徴
金
賦
課
基
準

資

制
定
経
緯

1 
制
改
正
公
正
取
引
法
(
一
九
九
八
年
二
月
二
四
日
公
布
)
に
お
い
て
、

経
済
力
集
中
抑
制
施
策
違
反
行
為
に
対
す
る
課
徴
金
賦
課
の
実
効
性
、

客
観
性
及
び
一
貫
性
を
高
め
る
た
め
、
諜
徴
金
賦
課
基
準
を
告
示
す

る
よ
う
規
定
す
る
。

ω
こ
れ
に
よ
り
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
経
済
力
集
中
抑
制
施
策
違

反
行
為
に
対
す
る
諜
徴
金
賦
課
基
準
を
一
九
九
八
年
七
月
一
日
付
委

員
会
議
決
を
経
て
制
定
す
る
。

2 

主
要
内
容

川
課
徴
金
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
基
準
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
を

賦
課
す
る
。

ア
法
違
反
金
額
(
課
徴
金
賦
課
基
準
額
)
に
、
次
の
算
定
率
を
適

用
し
て
算
出
さ
れ
た
額
(
基
本
課
徴
金
)

イ

〈

A
表〉

た
だ
し
、
役
員
兼
任
に
よ
る
企
業
結
合
の
と
き
は
、
法
違
反
金

A表

課徴金賦課基準金額 基本課徴金算定率

1) 10億ウォン以下 7% 
2)10億ウォン-100億ウォン 10億ウォンまでO.7億ウォン+10億ウォン超過分

の5%
3)100億ウォン-1.000億ウォン 100億ウォンまで5.2億ウォン+100{j意ウォン超過

分の2%
4) 1. 000億ウォン-1兆ウォン 1. 000億ウォンまで23.2億ウォン+1. 000億ウォ

ン超過分の0.5%
5) 1兆ウォン超 1兆ウォンまで68.2億ウォン+1兆ウォン超過

分の0.2%

l兆ウォン超
5.000億ウォン~
1兆ウォン

4億ウォン3億ウォン

1. 000億ウォン~
5千億ウォン

2億ウォン

1. 000億ウォン
以下

l億ウォン

B表
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東アジア文化と近代法 (9) 

額
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
法
第
一
七
条
第
三
項
に
お
い
て
、

五
億
ウ
ォ
ン
の
範
囲
に
お
い
て
定
額
課
徴
金
を
賦
課
す
る
よ
う
規

定
し
て
い
る
点
を
勘
案
し
て
、

法
違
反
会
社
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
上
の

売
上
額
又
は
資
産
総
額
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
額
を
基
準
と

し
、
次
の
と
お
り
算
出
さ
れ
た
額
(
基
本
課
徴
金
)

〈

B
表
〉

ω
基
本
課
徴
金
算
定
率
の
一
律
適
用
に
よ
り
発
生
し
得
る
問
題
点
を

補
完
す
る
た
め
、
基
本
課
徴
金
の
一

O
O
分
の
三
O
の
範
囲
に
お
い

て
、
次
の
事
項
を
参
酌
し
て
、
課
徴
金
を
加
算
し
又
は
滅
軽
で
き
る

よ
う
に
す
る
。

〈
加
重
又
は
滅
軽
事
由
の
例
示
V

ア
法
違
反
事
実
を
隠
蔽
し
若
し
く
は
縮
小
す
る
た
め
の
虚
偽
の
資

料
を
提
出
し
又
は
資
料
の
提
出
を
拒
否
し
た
か
否
か
。

イ
最
近
三
ヶ
年
の
法
違
反
回
数
(
是
正
勧
告
、
是
正
命
令
、
刑
事

処
罰
等
)

ウ
法
違
反
の
期
間
、
法
違
反
の
防
止
及
、
ぴ
解
消
努
力
の
程
度

エ
経
済
力
集
中
又
は
市
場
の
競
争
に
及
ぼ
す
影
響

オ
当
該
会
社
の
規
模
、
経
営
状
況
等
、
現
実
的
課
徴
金
納
付
能
力
等

同
同
基
準
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
(
一
九
九
八
年
七
月
二
二

日
官
報
掲
載
予
定
)
。

3 

期
待
効
果

ω
課
徴
金
賦
課
水
準
が
多
少
高
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
法
違
反
行
為
の
事
前
予
防
及
び
効
果
的
制
裁
が
可
能
と
な
る
。

ω
併
せ
て
、
課
徴
金
賦
課
の
客
観
性
及
ぴ
一
貫
性
が
高
ま
る
。

〈
参
考
〉

法
違
反
金
額
別
課
徴
金
賦
課
水
準

法違反 基本 加重・
課徴金額

金額 課徴金 滅軽額

01∞億 5.2億 土1.56億 3. 64~6. 76億
ウォン ウォン ウォン ウォン

01.∞0億 23.2億 土6.96億 16.24~ 
ウォン ウォン ウォン 30.16億ウォン

01兆 68.2億 土20.46億 47. 74~ 
ウォン ウォン ウォン 88.66億ウォン

北法50(2・149)341
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料

〈
原
文
〉
独
占
規
制
及
び
公
正
取
引
に
関
す
る
法
律
第
一
七
条
(
課
徴
金
)
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
課
徴
金
賦
課
基
準
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

一
九
九
八
年
七
月
二
二
日

公
正
取
引
委
員
会

資

目
的

こ
の
告
示
は
、
独
占
規
制
及
び
公
正
取
引
に
関
す
る
法
律
(
以
下
「
法
」

と
い
う
。
)
第
一
七
条
に
規
定
す
る
「
課
徴
金
」
を
賦
課
す
る
た
め
の
課

徴
金
賦
課
基
準
額
の
算
定
、
課
徴
金
の
賦
課
基
準
、
課
徴
金
を
賦
課
す
る

と
き
の
参
酌
事
由
等
細
部
基
準
を
定
め
る
こ
と
を
、
そ
の
目
的
と
す
る
。

2 

課
徴
金
賦
課
基
準
額
の
算
定

川
法
第
七
条
(
企
業
結
合
の
制
限
)
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、

次
の
各
号
の
一
に
定
め
る
額
を
、
課
徴
金
賦
課
基
準
額
と
す
る
。

ア
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
(
株
式
取
得
)
又
は
第
五
号
(
会
社

新
設
へ
の
参
加
)
の
企
業
結
合
の
と
き
は
、
取
得
し
又
は
所
有
し

た
株
式
の
帳
簿
価
額
と
引
き
受
け
た
債
務
の
合
計
額

法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
{
合
併
)
の
企
業
結
合
の
と
き
は
、

合
併
の
代
価
と
し
て
交
付
し
た
株
式
の
帳
簿
価
額
と
引
き
受
け
た

債
務
の
合
計
額

ウ
法
第
七
条
第
一
項
第
四
号
(
営
業
譲
受
)
の
企
業
結
合
の
と
き

は
、
営
業
譲
受
額

間
法
第
九
条
(
相
E
出
資
の
禁
止
等
)
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、

次
の
各
号
の
一
に
定
め
る
額
を
、
課
徴
金
賦
課
基
準
額
と
す
る
。

ア
法
第
九
条
(
相
互
出
資
の
禁
止
等
)
第
一
項
の
と
き
は
、
後
に

株
式
を
取
得
し
相
互
出
資
を
発
生
さ
せ
た
会
社
が
、
取
得
し
所
有

し
た
相
手
方
会
社
の
株
式
の
取
得
価
額
。
た
だ
し
、
法
第
一
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
年
間
の
猶
予
期
聞
が
与
え
ら
れ
、
向

猶
予
期
間
内
に
相
互
出
資
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

相
E
出
資
を
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
が
取
得
し
所
有
す
る
相

手
方
会
社
の
株
式
の
取
得
価
額

イ
法
第
九
条
(
相
互
出
資
の
禁
止
等
)
第
三
項
の
と
き
は
、
中
小

企
業
創
業
投
資
会
社
が
取
得
し
所
有
す
る
圏
内
の
系
列
会
社
の
株

式
の
取
得
価
額

同
法
第
一

O
条
の
二
(
系
列
会
社
に
対
す
る
新
規
債
務
保
証
の
禁
止
)

第
一
項
及
び
第
一

O
条
の
三
(
既
存
債
務
保
証
の
解
消
)
第
一
項
の

規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
一
に
定
め
る
額
を
、
課
徴

イ
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東アジア文化と近代法 (9) 

金
賦
課
基
準
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
外
貨
の
貸
出
に
対
す
る
債
務
保

証
は
、
当
該
法
違
反
行
為
が
あ
っ
た
日
の
金
融
決
済
院
が
告
示
を
し

た
基
準
為
替
交
換
率
を
適
用
し
、
ウ
ォ
ン
貨
に
換
算
し
た
額
を
、
諜

徴
金
賦
課
基
準
額
と
す
る
。

ア
法
第
一

O
条
の
二
(
系
列
会
社
に
対
す
る
新
規
債
務
保
証
の
禁

止
)
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
新
規
債
務
保
証

の
約
定
額

イ
法
第
一

O
条
の
三
(
既
存
債
務
保
証
の
解
消
)
第
一
項
の
規
定

に
違
反
し
た
と
き
は
、
既
存
債
務
保
証
の
約
定
額
の
合
計
額

ウ
附
則
(
一
九
九
八
年
二
月
二
四
日
)
第
二
項
(
債
務
保
証
に
対

す
る
経
過
措
置
)
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
直
前
の
事
業
年

度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
表
示
さ
れ
た
自
己
資
本
の
額
に
一

0

0
分
の
一

O
O
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
過
し
た
既
存
債
務
保
証
の

約
定
額
の
合
計
額
。
た
だ
し
、
直
前
の
事
業
年
度
終
了
の
日
以
降

解
消
期
限
ま
で
に
、
自
己
資
本
の
額
に
増
減
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 

課
徴
金
賦
課
基
準

(1) 

課
徴
金
は
、
次
の
算
定
基
準
に
よ
り
算
出
し
た
額
(
以
下
「
基
本

〈表1:課徴金算定基準〉

課徴金賦課基準金額 基本課徴金算定率

1) 10億ウォン以下 7% 
2 )10億ウォン~ 10億ウォンまで0.7億ウォン+10億ウォン超過分の4
100億ウォン % 
3) 100億ウォン~ 100億ウォンまで4.3億ウォン+100億ウォン超過分の
1. 000億ウォン 1% 
4) 1，000億ウォン~ 1， 000億ウォンまで13.3億ウォン+1，0∞億ウォン超
1兆ウォン 過分の0.2%
5) 1兆ウォン超 1兆ヴオンまで31.3億ウォン+1兆ウォン超過分の

0.1% 

〈表2:定額課徴金算定基準〉

5，000億ウォン~
1兆ウォン

3億ウォン

1，000億ウォン~
5千億ウォン

1，000億ウォン
以下

2億ウォン1億ウォン

北法50(2・151)343
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料

課
徴
金
」
と
い
う
。
)
を
賦
課
す
る
こ
と
を
、
原
則
と
す
る
。

ア
課
徴
金
賦
課
基
準
額
に
、
〈
表
1
〉
の
基
本
課
徴
金
算
定
率
を

適
用
し
て
算
出
し
た
額

イ
た
だ
し
、
役
員
兼
任
に
よ
る
企
業
結
合
の
と
き
は
、
直
前
の
事

業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
表
示
さ
れ
た
売
上
額
又
は
資
産

総
額
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
額
(
新
た
に
設
立
さ
れ
た
会
社

に
あ
っ
て
、
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
が
な
い
と

き
は
、
納
入
資
本
金
)
を
基
準
と
し
て
、
〈
表

2
〉
の
算
定
基
準

に
よ
り
算
出
し
た
額

資

ω
公
正
取
引
委
員
会
は
、
次
の
事
項
を
参
酌
し
て
、
基
本
課
徴
金
の

一O
O
分
の
三

O
の
範
囲
に
お
い
て
、
課
被
金
を
加
算
し
又
は
減
軽

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
法
違
反
事
曲
、
法
違
反
内
容
、
法

違
反
会
社
の
経
営
状
態
、
そ
の
他
諸
般
の
与
件
を
総
合
考
慮
し
、
同

規
定
に
よ
る
課
徴
金
の
加
重
又
は
滅
軽
が
著
し
く
不
合
理
で
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
超
過
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
当
該
法
違
反
事
実
を
隠
蔽
し
又
は
縮
小
さ
せ
る
た
め
、
虚
偽
の

資
料
を
提
出
し
又
は
資
料
の
提
出
を
拒
否
し
た
事
実
が
あ
る
か
否
か
。

イ
最
近
三
ヶ
年
、
法
違
反
に
よ
り
、
是
正
勧
告
、
是
正
命
令
、
課

徴
金
又
は
刑
事
処
罰
を
受
け
た
事
実
、
又
は
公
正
取
引
委
員
会
か

ら
褒
章
若
し
く
は
優
秀
会
社
で
あ
る
と
の
評
価
を
受
け
た
事
実

ウ
法
違
反
期
間
、
法
違
反
の
防
止
又
は
解
消
努
力
の
程
度

エ
当
該
違
反
行
為
又
は
関
連
行
為
が
経
済
力
集
中
若
し
く
は
市
場

競
争
に
及
ぼ
す
影
響

(
ア
)
企
業
結
合
の
と
き
は
、
市
場
占
拠
率
、
市
場
規
模
等
を
考

慮
し
て
評
価

(
イ
)
相
互
出
資
又
は
債
務
保
証
の
と
き
は
、
当
該
会
社
の
出
資

比
率
、
出
資
形
態
、
大
規
模
企
業
集
団
と
し
て
の
指
定
期
間
、

負
債
比
率
等
を
者
議
し
て
評
価

当
該
会
社
の
規
模
、
経
営
状
況
等
、
現
実
的
課
徴
金
納
付
能
力

オ
等

附
こ則
の
丘ユ
t=I 

刀Z
は

告
刀て
の
日
か
ら
施
行
す
る

ー島
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